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千代田区議会議長

秋谷こうき様

千代田区に長く暮らし、今後も大好きな千代田区に住み続けたいと願う一人の区民として

陳情させていただきます。

今年の夏は例年の暑さをはるかに超えまさに命に関わる危険な暑さとなっていて、高齢者

や障がい者また子どもたちが熱中症にならないかと心配しながら日々を送っております。千

代田区の道路では街路樹が立派に育ちその木陰で強い日差しを避けることができており感謝

しています。

そうした折、全国のさまざまな地域において、立派に育った樹木群を伐採するなどという

事態が新聞紙上を賑わせておりますが、世界的には都市にある緑は保護され増やす方向にあ

ります。

宇申田警察通りⅡ期工事の一時中捗斤を求める陳'情書

令和 5年8月15日

しかしながら、千代田区の神田警察通りの道路整備においては、立派に育ったイチョウの

街路樹を伐採するとのことを聞き大変驚いています。また新聞によれぱ街路樹伐採を巡っ

て、区とイチョウを守り道路整備を望む住民の間でこの4月には小競り合いにより怪我人が

発生したことも知りました。その上、今なお熱帯夜に一晩中、イチョウを守るため高齢の

女性を含め近隣の方々が木へ寄り添い見守りを続けていると聞き胸を痛めております。この

ままであれぱ、さらに不幸な事態が発生しかねません。

道路整備工事は行政の仕事であり、その道路整備計画はその沿道に住む住民と関係する住

民が中心となり行うものと理解をしております。住民と区が争う事は有ってはならない事で

す。区民と離れたところで工事を行うのでは良い道路の整備とは言えないと思います。本

来、このような行政と住民とのトラブルを含め、色々な予期せぬ事態に適切に対応するた

め、区のホームページでも「設計変更ガイドライソ」が示されていることを知りました。
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新聞、千代田区の広報では過去にも、東郷公園・外堀公園・御茶ノ水小学校改築工事・明

大通り歩道整備・九段坂公園などで、工事の変更が行われてきたと書かれていました。神田

警察通り整備工事の 1期工事でも、イチョウの木の根上がりなどで伐採が決まっていました

が、工事内容の変更でイチョウの木を残して道路整備が終わっています。当然2期、または

それ以降の区間でも同様な整備が行われるものと、多くの区民は考えていたはずです。しか

し、なぜか2期は「伐採」し、「植え替え」、に決まったと聞きました。
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どうゞ詐"区は区のガイドラインに基づき「工事を一時中断」して、沿道住民の方々や区民
との対話をもとに、イチョウを残しながらの道路整備を行うよう心からお願いいたします。

以上、陳情いたします。
畢溝'゜


